
令和 6 年度 太宰府市社会福祉協議会立   

保育所太宰府園 正規職員採用試験案内 

令和 6年 6 月 26 日 

社会福祉法人太宰府市社会福祉協議会 

 

１ 職種     保育士 

２ 採用年月日  令和 7 年４月１日（採用の日から６か月間を試用期間とする） 

３ 採用予定人数 2 名 

４ 受験資格 

(1) 令和 7 年 4 月 1 日現在 35 歳未満の方（職務経験不問） 

(2) 保育士証、幼稚園教諭免許（1 種又は 2 種）を有する方又は採用時までに取得見込

みの方 

(3) 普通自動車第 1 種免許（ＡＴ限定可）を所持又は採用時までに取得見込みの方 

 

５ 受付期間    令和 6 年 8 月 22 日（木）～ 9 月 20 日（金） 

窓口受付（土曜日及び日曜日は除く、午前 9 時から午後 5 時まで） 

          郵送の場合（受付期間内の消印のみ有効） 

６ 受験申込 

 (1)  採用試験申込書 

採用試験申込書は、太宰府市社会福祉協議会ホームページからダウンロードでき

ます。また、本会事務局窓口でも配布します。 

※ 必要事項を記入し、写真（4cm×3cm）を貼付して下さい。 

(2)  提出書類 （採用試験申込書に記載した書類の写し） 

①  採用試験申込書 

② 最終学歴を証明する書類（卒業証明書、卒業見込証明書も可） 

③ 保育士証、幼稚園教諭免許（1 種又は 2 種）の資格証明書の写し又は取得見込

証明書（大学等が証明するもの） 

④  官製はがき（受験票用）1 枚（自宅の住所、氏名、郵便番号を自署のこと） 

(3） 提出先 

   〒818-0102 

太宰府市白川 2 番 10 号（太宰府市総合福祉センター内） 

社会福祉法人太宰府市社会福祉協議会 総務課 



７ 試験の日程及び会場  

 日 時 会 場 

第一次試験 

10 月 20 日（日） 

午前 9 時 30 分

受付 

午前 10 時 

試験開始 

午後 3時 30分 

終了予定 

太宰府市総合福祉センター 

（太宰府市白川 2 番 10 号） 

西鉄五条駅から徒歩約 8 分 

 

※公共の交通機関でおいでくださ

い。 第二次試験 

11 月 10 日（日） 

午前 10 時受付 

午前 10 時 30 分 

試験開始 

試験終了次第

順次解散 

※ 試験当日は、受験票、筆記具（HB の鉛筆、消しゴム）、昼食を持参のこと。 

※ 試験開始から 30 分以上遅刻した場合は受験を認めません。 

試験会場案内 

８ 試験内容 

 

 

 

第 1 次試験 

教養試験 

時事、社会・人文及び自然に関する一般知識並びに

文章理解、判断推理,数的推理及び資料解釈に関する

一般知能（高校卒業程度） 

専門試験 社会福祉、子どもの家庭福祉、保育の心理学、保育原

理・保育内容、子どもの保健、障害児保育 

職場適応性検査 職業生活への適応性について、職務への対応や対人

関係面での性格特性を見る。 

※ いずれもマークシート方式での回答 

 

 



 

第 2 次試験 

（最終試験） 

作文試験 文章による表現力、課題に対する理解力等の能力に

ついての作文試験 

面接試験 人柄等についての個別面接による試験 

実技試験 手遊び、歌、絵本の読み聞かせ 等 

 

９ 合格発表 

(1)  第一次試験合格者  11 月 1 日（金）発表（予定） 

太宰府市総合福祉センター前掲示板及び本会ホームページに掲出し、併せて合格者

に文書で通知します。 

(2)  最終合格者     11 月下旬発表（予定） 

太宰府市総合福祉センター前掲示板及び本会ホームページに掲出し、併せて合格者

に文書で通知します。 

(3)  次点合格者は、職員採用候補者名簿に令和 8 年３月末日まで登録し、令和 7 年度中               

    欠員に応じて採用します。 

 

10 勤務条件等 

(1)  勤務場所及び業務内容 

太宰府市社会福祉協議会立 保育所太宰府園における保育業務 

(2)  勤務時間等 

     勤務時間 7.75 時間（午前 7 時から午後 7 時のうち勤務ローテーション制） 

     休 日  週休 2 日（日曜日及び土曜日若しくは平日に 1 日休） 

 国民の休日及び年末年始 

     休 暇  年次有給休暇、産前産後休暇その他有給休暇制度があります。 

(3)  給与等 

初任給（例）高卒  月額 166,600 円 

      短大卒 月額 176,100 円 

大卒  月額 187,300 円 

※ 経歴等により一定の額が加算されることがあります。 

※ 上記のほか、本会給与規程に基づき、地域手当、通勤手当、住居手当 

保育所勤務手当、処遇改善手当、期末・勤勉手当等が支給されます。 

※ 上記初任給は給与改定等により変更となることがあります。 

 

(4)  社会保険 

     健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険が適用されます。 

 

11 問い合わせ先 

社会福祉法人 太宰府市社会福祉協議会（太宰府市総合福祉センター内） 

                ℡（092）923-3230、 担当 片平・足立  

 

 


